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平成24年度の介護報酬改定での在宅復帰の評価により、施設の介護支援専門員には

在宅復帰機能の向上が求められている。在宅復帰と在宅の維持は施設の介護支援専門

員の業務としてより高度化している。 

そこで本調査研究事業では、 

１．在宅復帰および在宅支援の視点の普遍化 

２．リハビリテーションマネジメントとケアマネジメントの相乗効果をはかる 

３．ケアの質の改善と評価の各視点からケアマネジメントプロセス、モニタリング

の在り方の検討を行うこと 

に注目して効果的なマネジメント方法を導き出し、それを基に介護支援専門員の資質

向上に結び付く方策を検討した。 

 

今回の調査から在宅復帰ができた高齢者においては、介護老人保健施設への入所に

よるリハビリテーションにて、大幅な機能改善と社会参加の改善が図られた。在宅復

帰後は、社会参加は維持される傾向にあるが、心身機能は退所後約１年が経過すると

入所時より悪化している。したがって、在宅期間においても、通所リハビリテーショ

ンその他のリハビリテーションを行うか、短期の再入所等によりリハビリテーション

を集中的に行うことが望ましいことがわかった。 

また、転倒等の既往がある方（すなわちハイリスク者）に対して、リスクの種類に

よってサービスの結果が異なることから、１．利用者に説明する内容として、転倒、

発熱や脱水は防げない可能性があること、２．誤嚥性肺炎や褥瘡については、減少す

るかもしれないが無くなるわけではないということ、を説明する必要があり、また、

今後、抑制を行わずに転倒さらには骨折を予防するためのケアマネジメント手法につ

いて再検討が必要であることも示唆された。さらには、介護老人保健施設としては転

倒が予防できないことを前提としたリスクマネジメントの確立が望まれる。 

栄養および摂食嚥下リハビリテーションでは、多職種で行うための書式を提示した

上で、標準化された摂食・嚥下・栄養リハビリテーションのプログラムを含めること

が可能となった。またこれらを統合した形のケアマネジメント書式を作成した。 

今回のケアマネジメントの研究事業において、全老健版ケマネジメント方式～Ｒ４

システム～を元に、ケアマネジメント方法の見直しを検討した。これより「より少な

い項目」により多職種協働のケアマネジメントが「利用者の変化」を見つつ、栄養・

摂食・嚥下ケアマネジメントやリハビリテーションマネジメントの考え方を取り入れ

ながら実施可能となると考えられた。また、今回の書式は「入所」、「通所」等のサ

ービスを受ける場所の差があっても使用できることから、在宅復帰をした後もこの書

式で継続できるため、地域包括ケアに参加する他のサービスでも利用できることが特

徴である。 

 


